
20080524 第４回懇話会検討資料１ 
懇話会素案作成シート５ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

第３章 市民 

第 1 節 市民 

５ 市民の権利・義務 

・知 る権 利 と参 画 する権 利  

・等しく行政サービスを受ける権利 

・行政サービスの享受に対する対価支払義務 

・まちづくりへの参画の努力義務 
（市民の権利） 

１ 市民は、市政に参画する権利及び市政に関して知る権利を有する。 

２ 市民は、行政サービスの提供を等しく受ける権利を有する。 

（市民の義務） 

１ 市民は、行政サービスに伴う、納税及び使用料等を負担する義務を果たすものとする。 

２ 市民は、主体的にまちづくりに参画し、豊かな地域社会の形成に努めるものとする。 

１５ 参加の権利･責務から 

１ 市民は、まちづくりの主体であり、市政に関わる企画立案、条例等の制定･改廃、実施、評

価など、あらゆる過程に参加する権利を有する。 

２ 市民は、豊かな地域社会の形成を目的に、自らの判断と責任の下で、市政への参画に努める

ものとする。 

 

５（市民の権利と責務） 

１ 市民は、まちづくりの主体として、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を

有する。 

２ 市民は、行政サービスに伴う、納税及び使用料等を負担する義務を果たさなければならない。

３ 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、積極的にまちづくりに参画するとともに、

住民相互の連携に努めるものとする。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 

・ 市 民 の 権 利 と し て ｢知 る 権 利 ｣と 「 参 加 す る 権 利 」 を 規 定 し た 。  

・ 納 税 の 義 務 を 明 ら か に し た 。  

・ 積 極 的 な ま ち づ く り へ の 参 画 と 住 民 相 互 の 連 携 を 市 民 の 努 力 義 務 と し た 。  

【条文作成の背景】  

市民が持つ基本的な権利として、「市政に参画する権利」、「市政に関する情報を知る権利」を規定し

ました。市民が行政と協働してまちづくりを進める前提条件として、行政側から市民への市政に関す

る情報提供と市民の積極的な市政への参画が不可欠であることから、これを「市民の権利」として位

置付けました。  
一方、市民の責務については、納税の義務は憲法にも国民の義務として位置づけられてはいますが、

税は市の財務の根幹を支えるものであり、また、市民の行政サービス享受の対価として守られるべき

義務であることから、あえてこの条例にも規定することにしました。  
その他、市民ワークショップでは、市民の責務として、自治会やコミュニティ活動への参加を市民

の義務として規定すべきであるという意見もありましたが、「まちづくり」は、自治会やコミュニティ

活動を含めた「地域活動」の一部であり、市民が主体となって「まちづくり」を進めるためには「地

域活動」への積極的な市民の参加が必要であることから、自治会やコミュニティ活動への参加を「住

民相互の連携」という表現にし、市民の努力義務という形で定義しました。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

５（市民の権利と責務） 

１ 市民は、まちづくりの主体として、市政に関する情報を知

る権利及び市政に参画する権利を有する。 

２ 市民は、納税の義務及び行政サービスに伴う使用料等を負

担する義務を果たさなければならない。 

３ 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、積極的に

まちづくりに参画するとともに、住民相互の連携に努めるも

のとする。 

 

５（市民の権利と責務） 

１ 市民は、まちづくりの主体として、市政に関する情報を知る権

利及び市政に参画する権利を有する。 

２ 市民は、行政サービスを等しく受ける権利を有する。 

２３ 市民は、行政サービスに伴う、納税及び使用料等を負担する

義務を果たさなければならない。 

３４ 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、積極的にま

ちづくりに参画するとともに、住民相互の連携に努めるものとす

る。 

 

５（市民の権利と責務） 

１ 市民は、まちづくりの主体として、市政に関する情報を知

る権利及び市政に参画する権利を有する。 

２  市 民 は 行 政 サ ー ビ ス に 伴 う 負 担 を 分 任 し な け れ ば な ら な

い。 

３ 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、積極的に

まちづくりに参画するとともに、住民ものとし、相互の連携

に努め、参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持た

なければならない。るものとする。 

懇 話 会 素 案  
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懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

 

６ 事業者の権利・義務 
事業者は、第○条（もしくは「前条」）に規定する市民の権利及び義務を果たすとともに、市民

の住環境に配慮し、地域社会との調和を図り、市民が安心して住めるまちづくりに寄与するよう努

めるものとする。  
 

 
６（事業者の責務） 

事業者は、前条に規定する市民の責務を果たすとともに、住環境に配慮し、地域社会との調和

を図り、市民が安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。  
 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 

・ 事 業 者 の 権 利 は 、 市 民 の 項 目 で 規 定 が あ る た め 、 こ こ で は 事 業 者 の 責 務 を 規 定 し た  

 

【条文作成の背景】  

懇話会では、圏央道や上尾道路等の整備に伴う民間開発により発生する新たな環境問題や、新規に

市内出店する事業者の行為による生活環境の変化等に対応するため、事業者に対し、地域社会への貢

献や生活環境を守るべき責務を課す規定を盛り込む必要があると考えました。これは、別に開発を規

制する条例等を定める際に根拠となる条文です。  
グループ間協議では、事業者が市内に進出してきて新たに環境等の問題を引き起こす事例だけを捉

えるのではなく、実際、既存の事業者が地域への社会貢献活動を積極的に行っている事例があること

も視野に入れる必要があるという意見が出されました。  

 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりでよいとした  
 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりでよいとした  
 

６（事業者の責務） 

事業者は、前条に規定する市民の責務を果たすとともに、住

環境に配慮し、地域社会との調和を図り、市民が安心して住め

るまちづくりに寄与するよう努めるものとする。  
 

懇 話 会 素 案  
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懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

第４章 議会 

３０ 議会 
（市議会・市議会議員の役割と責務） 

１ 市議会は、常に市民が主権者であることを認識し将来に向けたまちづくりの実現のために、

与えられた権能(権限)の行使に努めなければならない。 

２ 市議会は、この条例の基本理念を実現するために広く市民から意見を求めるよう努めなけ

ればならない。 

３ 市議会は、別に条例で定めるところにより議会が保有する情報を公開すると共に、会議の

公開及び情報提供の充実により、開かれた議会運営に努めなければならない。 

４ 議会は、開かれた議会運営のため、市民にわかりやすく説明し、対話できる場や機会を設

けるように努めるものとする。 

５ 市議会議員は、表決その他議会活動に関し、市民への説明責任を果たすと共に、市民の信

託に応え公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。  
 

 

７（議会の責務） 

１ 議会は、意思決定機関として、市民の意思が市政の運営に反映されるよう活動しければなら

ない。 

２ 議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく説明する機会を設けるように努めるも

のとする。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 

・懇話会案４について、事務局は３月８日の懇話会で議員の責務ではないかという提案をしたが、

市民が参加できる開かれた議会であって欲しいという市民の希望であるため、残してほしいと

いう要望を受けたため、2 として整理した。 

・懇話会案２は、「情報公開」の項目で「市」として触れているため削除した。 

・懇話会案５は議員の責務であり、今後、議会基本条例等で検討、定義すべき事項として削除し

た。 

・議会基本条例を制定するのであれば、議員の責務等はそこで規定されるべきものと考える。 
【条文作成の背景】  

議会で決まったことが市民全員の合意になることが必要であるという考え方から、それを実現させ

るために以上の２点を議会の責務として位置づけました。  
懇話会では、議会への要望として、より一層のチェック機能の強化、議論の過程の明確化、議員個

人の力量の向上等の意見が出され、市民の思いを正しく反映させる議会であって欲しいという意見で

まとまりました。  
情報公開の視点では、本会議討論の状況をリアルタイムに動画で公開していることはとても良いこ

とであり、他に議会が保有している情報等についても、より積極的に公開していく必要性があると考

えました。  
また、北海道栗山町や伊賀市で既に制定されている「議会基本条例」についても研究し、制定する

ことが望ましいという意見が出されました。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりでよいとした  
 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりでよいとした  
７（議会の責務） 

１ 議会は、意思決定機関として、市民の意思が市政の運営に

反映されるよう活動しければならない。 

２ 議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく説明

する機会を設けるように努めるものとする。 

３ 議会に関する組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例

で定める。 

＜追加＞ 

（議員の責務） 

 市議会議員は、市民の信託に応え公正かつ誠実に職務を遂行

しなければならない。 

懇 話 会 素 案  
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第５章 行政 

２３ 市長の責務 
１ 市長は、常に市民が主権者であることを認識し、公平、公正かつ誠実に職務にあたり、全力を挙げて 自

治を育む責務を有する。 

２ 市長は、市政の代表者として市民の信託に応えるとともに、市の理想の将来像を実現するため、長期 的

な視点でまちづくりに取り組まなければならない。 

３ 市長は、この条例の理念に基づき、市民との協働により自主・自立のまちづくりの推進に努めなけれ ば

ならない。 

４ 市長は、職員を適切に指揮監督し、常に職員の能力や知識の向上に取り組むよう努めなければならない。

２２ 市の執行機関の基本事項 

１ 市は、市政の執行にあたっては、常に公平、公正かつ誠実に行い、誰もが住みやすいと思えるまちづ く

りを目指さなければならない。 

２ 市は、市民ニーズを積極的に把握し、行政サービスへの満足度を高めるとともに、常に最小の経費で 十

分なサービスが提供できる市政運営に努めなければならない。 

 

 

 

８（執行機関の責務） 
執行機関は、第 4 条の基本原則にのっとり、この条例の目的の達成のために必要な施策を講じなければなら

ない。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 

・第 1 条の目的で、「市民の権利と責務並びに市議会、執行機関の責務を明らかにする」と定義したため、ここ

では執行機関の責務を定義した。 

９（市長の責務） 

１ 市長は、市政の代表者として市民の信託に応え、公平、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。 

２ 市長は、市民ニーズを的確に把握し、行政サービスへの満足度を高めるとともに、常に最小の経費で十分な

サービスが提供できる市政運営に努めなければならない。 

３ 市長は、職員を適切に指揮監督し、常に職員の能力や知識の向上に取り組むよう努めなければならない。 

＜プロジェクト・チームの考え方＞  

・「市の理想の将来像を実現するため、長期的な視点でまちづくりに取り組まなければならない。」については、

総合計画を策定し、まちづくりに取り組んでいることから除外した。 

【 条 文作 成の 背 景】  

この項目では、市長の責務として、市の代表者であることを認識して市政執行にあたること、市民ニーズに応

えるために直近の課題への対応はもとより、長期的な視点で市の将来を見据えた政策に取り組むこと等を位置づ

けました。  
また、市長の補助機関である職員の指揮監督及び育成についても責務として規定しました。  
ここで規定したもののほかにも、懇話会では、選挙公約の提示・説明及び実現に努めること、まちの独自性を

打ち出すよう努めることなども市長の責務ではないかという意見が出されました。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

８（執行機関の責務） 

執行機関は、第 4 条の基本原則にのっとり、この条例の目的達成に

即した組織、執行体制を構築するなかでとともに市民ニーズに対応した

市政の執行に努めなければならない。 

【 条 文作 成の 背 景】  

懇話会の議論の中では、地域社会の情勢変化に的確に対応するための

行政の組織、機構の不断の見直し、及び民間の経営的思考の導入や専門

知識の有効活用を図るなど、効果、効率的な執行体制を築くことの必要

性について議論されました。  
９（市長の責務） 変更なし 

【 条 文作 成の 背 景】  

この項目では、市長の責務としては、市の代表者であることを認識し

て市政執行にあたること、市民ニーズに応えるために直近の課題への対

応はもとより、長期的な視点で市の将来を見据えた政策に取り組むこと

等を位置づけましたについての意見がありました。  
そのため、市長の責務としては、市の代表者であること、市民ニーズ

にこたえること、職員の指揮監督及び育成を行うことをについて定め、

長期的視点については、総合振興計画の項目で規定することとしまし

た。  

９（市長の責務） 

１ 市長は、市政の代表者として市民の信託に応え、長期的視点でまちづく

りに取組み、公平、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。 

・市長が誰になろうとも総合振興計画に基づいた市政がなされるべきことを

条文に入れる必要があると考えた。 

･他の条文については、プロジェクト・チームの案でよい。  

８（市長の責務） 

１ 市長は、第 4 条の基本原則にのっとり、この条例の目的の達成のた

めに必要な施策を講じなければならない。 

２ 市長は、市政の代表者として市民の信託に応え、公平、公正かつ誠実

に市政を執行しなければならない。 

３  市 長 は 、 市 民 に わ か り や す い 簡 素 で 効 率 的 か つ 機 能 的 な 組 織 を 構築

し、常に最小の経費で十分なサービスが提供できる市政運営に努めなけ

ればならない。 

４ 市長は、職員を適切に指揮監督し、常に職員の能力や知識の向上に取

り組むよう努めなければならない。 

・「市長の責務」と「他の執行機関の責務」に整理する 

・「市長は、市民ニーズを的確に把握し、行政サービスへの満足度を高め

る」という表現は、【条文作成の背景】内に記載する。 

９（他の執行機関の責務） 

 市長を除く執行機関は、その職務に応じて市長と同様の責務を負い、

市長 及 び他 の執 行 機関 と協 力 して 市政 の 運営 にあ た らな けれ ば なら な

い。 

懇 話 会 案  
８（市長の責務） 

１ 市長は、第 4 条の基本原則にのっとり、この条例の目的の達成のために必要な施策を講じなければならない。 

２ 市長は、市政の代表者として市民の信託に応え、公平、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。 

３ 市長は、市民にわかりやすい簡素で効率的かつ機能的な組織を構築し、常に最小の経費で十分なサービスが提供できる市政運営に努めなければならない。 

４ 市長は、職員を適切に指揮監督し、常に職員の能力や知識の向上に取り組むよう努めなければならない。 

９（他の執行機関の責務） 

市長を除く執行機関は、その職務に応じて市長と同様の責務を負い、市長及び他の執行機関と協力して市政の運営にあたらなければならない。 

【 条 文作 成の 背 景】  

この項目では、市長の責務として、この条例の目的を達成するために必要な施策を講じること、市の代表者であることを認識して市政執行にあたること、民間企業と同様に、最小の経費で最大の効果をあげるよう努力する

こと、補助機関である職員を適正に指揮監督するとともに、職員が能力や知識の向上に取り組むよう指導すること等を規定しました。  
また、市長の補助機関である職員の指揮監督及び育成についても責務として規定しました。  
ここで規定したもののほかにも、懇話会では、選挙公約の提示・説明及び実現に努めること、まちの独自性を打ち出すよう努めることなども市長の責務ではないかという意見が出されました。  
さらに、市民ニーズに応えるため、直近の課題への対応はもとより、長期的な視点で市の将来を見据えた政策に取り組むこと等も重要であるという意見も出されましたが、長期的視点でまちづくりに取り組むことは、総合

計画等の項目で位置づけることとしました。  
 



20080524 第４回懇話会検討資料５ 
懇話会素案作成シート９ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

２４ 職員の責務・育成 
１ 職員は、市民の負託によることを自覚し、常に研鑚に努めるとともに、自ら積極的に市民と

連携し、まちづくりに取り組まなければならない。 

２ 職員は、職務の執行に際しては、職員の相互の連携を深め、協力し、柔軟に対応するととも

に、公正かつ能率的に行わなければならない。  
・懇話会での議論は、最終的な条例案では削除されたとしても、職員にはしっかりと責務を自覚

して取り組んで欲しいという思いを込め、職員の責務についてこの項であえて規定することと

した。 

 

 

１０（職員の責務） 

１ 職員は、市民の負託に応えるため、常に研鑚に努めるとともに、自ら積極的に市民と連携し、

まちづくりに取り組まなければならない。 

２ 職員は、職務の執行にあたっては、職員の相互の連携を深め、協力し、柔軟に対応するととも

に、公正かつ能率的に行わなければならない。  
＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 

・表現を一部修正した。 

【条文作成の背景】  

職員は自ら必要な知識の習得と向上に努め、最新の情報を収集し、的確な判断と常に市民の立場にた

った行動が求められること、また、配属された課の職員という意識ではなく、北本市の職員であるとい

う意識に立ち、職員相互が連携・協力してまちづくりに取り組む責務を有すると考え、２つの項目に整

理し、責務として規定しました。  
職員はまず自分が北本市民であるということを自覚し、それぞれがより良いまちづくりのために積極

的に取り組んで欲しいというのが懇話会の総意です。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

１０（職員の責務） 

２ 職員は、職務の執行にあたっては、職員の相互の連携を深

め、協力し、柔軟に対応するとともに、公正かつ能率的に行

わなければならない。  
＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 

・表現を一部修正した。 

【条文作成の背景】  

職員は自ら必要な知識の習得と向上に努め、最新の情報を収集

し、的確な判断と常に市民の立場にたった行動が求められること、

また、配属された課の職員という意識ではなく、北本市の職員で

あるという意識に立ち、職員相互が連携・協力してまちづくりに

取り組む責務を有すると考えこと、及び市民との対応や事案の判

断基準等に際しては、その時代、個別状況に即した柔軟な対応が

求められること等も踏まえて、２つの項目に整理し、責務として

規定しました。  
職員はまず自分が北本市民であるということを自覚し、それぞ

れがより良いまちづくりのために積極的に取り組んで欲しいとい

うのが懇話会の総意です。  

（語句の使用について）シート８市長の責務では「信託」とあり、こ

の項目では「負託」とあるが、そろえるべきか。  
懇話会案を作成する過程で整理すべき。  

 参考）「負託」とは、「他に責任を持たせて任せる」という意味  
 検討課題→ 「職員が市民の負託に応える」という言葉の使用方法

は適当か。  
・語句の使用以外については、PT 案でよいとした。  

 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりでよいとした  

懇 話 会 素 案  

 



20080524 第４回懇話会検討資料６ 
懇話会素案作成シート１０ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

第６章 市民のための行政運営 

２６ 総合計画に基づく行政運営 
市は、総合計画に基づいた計画的なまちづくりを実施するものとする。 

 
 

 

１１（総合計画等）  
１ 市は、この条例の基本理念に沿って、総合的かつ計画的な市政の運営を図るための構想及び

これを実現するための基本計画（以下「総合計画」という。）を策定しなければならない。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 

・基本構想は地方自治法で策定を義務付けられているところだが、総合計画は、自治の運営（ま

ちづくり）を総合的・計画的に行うための基本計画であることから、規定しておくこととした。

【条文作成の背景】  

総合計画は、市の最上位計画であるため、この計画に基づくまちづくりを進めることを市の義務と

して位置付けました。  
 

 

 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

 
・プロジェクト・チーム修正案のとおりでよいとした。  

 
・「市」は何をさすか。市長が含まれていれば、シート８での課題

「市長が誰になろうとも総合振興計画に基づいた市政がなされ

るべきこと」を、条文の趣旨に含むことができる。  
・あえて、「市長」の語句を条文に入れるべきという意見もあった。 
・条文については、プロジェクト・チーム修正案のとおりでよい。 
 

１１（総合計画等）  
１ 執行機関は、この条例の基本理念に沿って、総合的かつ計

画的な市政の運営を図るための構想及びこれを実現するた

めの基本計画（以下「総合計画」という。）を策定しなけれ

ばならない。、計画に基づく行政運営を行わなくてはならな

い。 

【条文作成の背景】  

地方自治法第 2 条第 4 項で、市町村は総合構想の作成を義務付

られています。  
そのもとに作成される総合計画は、市の最上位計画であるため、

この計画に基づくまちづくりを進めることを市の義務として位置

付けました。  

 懇 話 会 素 案  

 



20080524 第４回懇話会検討資料７ 
懇話会素案作成シート１１ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

１３ 行政評価 
１ 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、市民が参画する外部評価を実施し、その結

果を政策の決定、予算編成及び総合振興計画の進行管理に反映させるよう努めなければならな

い。 

２ 市は、評価の結果を市民にわかりやすく公表するとともに、市民が意見を述べる機会を設け

なければならない 

３ 前項に規定する行政評価に関し、必要な事項は、別に定めるものとする。  
 

１２（行政評価） 

１ 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を政策の決定、

予算編成及び総合振興計画の進行管理に反映させるよう努めなければならない。 

２ 市は、前項に規定する行政評価を行うにあたり、常に最善の方法で行うよう改善に努めなけれ

ばならない。 

３ 市は、行政評価の結果を市民にわかりやすく公表するとともに、市民が意見を述べる機会を設

けなければならない。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞  

・どのような制度を整備するかを考えたうえで「別に定める」と規定するのが望ましい。 

・現在、本市が実施している行政評価は、実施要領に基づいて実施している「事務事業評価」と試

行中の「施策評価」であり、市民参画は行っていないため、「常に最善の方法で行うよう改善に

努める」とし、今後制度の充実を図る中で位置付けを検討することとしたい。 

【条文作成の背景】  

行政評価の実施目的は、「説明責任が果たされる行政の実現」、「効率的で質の高い行政の実現」、「市

民の視点に立った成果重視の行政の実現」であることから、市民等が参加する外部評価を導入し、その

評価結果を広く市民に情報開示するとともに、評価結果についても市民の意見を徴取する機会を設ける

ことにより、事業の改善に生かされる仕組みが確立するものと考えました。  
これを徹底するためには、その運用を定めた「行政評価手続き要綱」等を整備し、常により良い方法

で実施するよう改善していくことが必要です。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

１２（行政評価） 

１ 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評

価を実施し、その結果を政策の決定、予算編成及び総合振

興 計 画 の 進 行 管 理 に 反 映 さ せ る よ う 努 め な け れ ば な ら な

い。 

２ 市は、前項に規定する行政評価は、客観的視点による評

価が反映できるように努めなければならない。 

３ 市は、行政評価の結果を市民にわかりやすく公表すると

ともに、市民が意見を述べる機会を設けなければならない。 

 

１２（行政評価） 

１ 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、外部評価を

実施し、その結果を政策の決定、予算編成及び総合振興計画の

進行管理に反映させるよう努めなければならない。 

２ 市は、前項に規定する外部評価を行うにあたり、常に最善の

方法で行うよう改善に努めなければならない。 

３ 市は、外部評価の結果を市民にわかりやすく公表するととも

に、市民が意見を述べる機会を設けなければならない。 

・「市民の参画による外部評価」とあるが、限定してよいのか。評

価の方法の１つとして外部評価があるという意見もあったが、行

政内部の評価でなく、市の行っている施策や事務事業を外部から

客観的に評価する必要があるため「外部評価」の語句は入れるべ

きとした。  

１２（行政評価） 

１ 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、客観的な行政

評価を実施し、その結果を政策の決定、予算編成及び総合振興計

画の進行管理に反映させるよう努めなければならない。 

２ 市は、前項に規定する行政評価を行うにあたり、常に最善の方

法で行うよう改善に努めなければならない。 

２３ 市は、行政評価の結果を市民にわかりやすく公表するととも

に、市民が意見を述べる機会を設けなければならない。 

３ 前項に規定する行政評価に関し、必要な事項は、別に条例で定

める。 

 懇 話 会 素 案  

 



20080524 第４回懇話会検討資料８ 
懇話会素案作成シート１２ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

２７ 行政手続 
 

執行機関は、行政運営における行政処分に関する手続について、別に条例で定めるところによ

り、公正の確保と透明性の向上及び、市民の権利利益の保護に努めなければならない。 

 

 

１３（行政手続） 

執行機関は、行政運営における行政処分その他の手続について、別に条例で定めるところによ

り、公正の確保と透明性の向上及び、市民の権利利益の保護に努めなければならない。 

 

【条文作成の背景】  

市では既に北本市行政手続条例を制定し、市が行う仕事のうち、各種申請、不利益処分、行政指導、

届出についてのルールを示し、行政運営の公正、透明性の向上と、市民の権利利益の保護に努めてい

ます。  
そのため、この項目は、将来に渡ってこの行政手続条例の精神を担保するための規定としまました。 

 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

 
・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。  

 
・条例で定められている内容であり特に修正すべき点はない。プ

ロジェクト・チーム修正案は、懇話会案を補強したものと捉

え、・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。

 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。 

 懇 話 会 素 案  

 



20080524 第４回懇話会検討資料９ 
懇話会素案作成シート１３ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

２９ 財政運営の基本事項 
（財政運営の原則） 

１ 市長は、市民参画を得て、常に財源確保の方策を工夫するなかで中長的な財政計画を定め、

財源の使途については効果・効率的な活用を図るなかで市民生活の保護につながるセーフティ

ネット機能を担保しつつ、健全な財政運営に努めなければならない。 

（財産管理の原則） 

１ 市長(市)は、財産の管理運営計画を定め財産の適正管理及び、効率的かつ効果的な運営に努

めなければならない。 

（財政状況等の公表） 

１ 市長は、市民参画による財政運営を推進するために財政の計画・執行状況及び財産の保有状

況等を分りやすく公表することに努めなければならない。 

（市税等の賦課徴収） 

１ 市長は、法及び、条例等の定めるところにより積極的に市税や使用料及び、その他徴収金の

賦課徴収に努めなければならない。 

 

 

１４（健全な財政運営） 

市長は、中長期的な財政見通しのもとに、財源の効果的かつ効率的な活用を図り、健

全な財政運営に努めなければならない。 

１５（財産管理の原則） 

市長は、市が保有する財産の適正管理及び効率的な運用に努めなければならない。 

１６（財政状況等の公表） 

市長は、財政の計画・執行状況及び財産の保有状況等を分りやすく公表するよう努め

なければならない。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞  

・市民参画による財政運営を行うことは実質的に無理があるため、財政状況を市民に分

かりやすく公表することを努力義務とし、全体の文言を整理した。  

・市税等の賦課徴収については、規定する理由が不明確なため削除した。  

【条文作成の背景】  

この項目では、限られた財源の中で、多様な行政サービスを提供するために、関係する財

政運営の原則等について規定しました。  
懇話会の議論では、健全な財政運営を行うためには、予算に関連して何らかの形で市民が

関わることのできる機会を設ける必要があるという意見が多く出ました。そのため、財政計

画、執行状況及び財産の保有状況等をより分かりやすく市民に公表することを市の努力義務

として位置づけました。  
また、財政をより効果的、効率的に運営する視点としては、受益者負担の原則により不公

平感の解消を図ること、費用対効果を追求し、真に必要なもののみに財源を集中させること、

NPO 等に代表される市民活動団体との協働による運営等を進めること等が考えられますが、

中長期的な財政見通しのもとに健全な財政運営を行うことを市の努力義務としました。  
さらに、財産管理については、厳しい財政運営が迫られる中、道路、公園等の都市施設や学

校、公民館等の公共施設の管理・運営について、計画性を持ち適正に管理すると共に、経済

的視点を踏まえた施設運営を行うことを努力義務としました。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

１４（健全な財政運営） 

１ 市長は、中長期的な財政見通しのもとに、財源の効果的か

つ効率的な活用を図り、健全な財政運営に努めなければなら

ない。 

２ 市長は、自立した市政運営の推進に向けて常に財源確保の

方策を工夫することに努めなければならない。 

【条文作成の背景】  

自治体経営（経営的行財政運営）を目指すことの視点として、

地方分権が進むなかで行政経営の必要性が叫ばれている。このこ

とから地域資源の有効活用や企業誘致の推進による税・雇用の確

保等、自主財源の確保に繋がる方策の展開を努力義務として位置

づけたものです。  

１４（健全な財政運営） 

市長は、中長期的な財政見通しのもとに、常に財源確保の

方策を工夫し、財源の効果的かつ効率的な活用を図り、健全

な財政運営に努めなければならない。 

・懇話会案の「市民参画を得て、常に財源確保の方策を工夫」

という点について、予算編成を市民参画で行うのは無理であ

るという認識となった。しかし、「常に財源確保の方策を工

夫」の条文は入れるべきこととした。  
・「市民生活の保護につながるセーフティネット機能を担保」

については、懇話会で意見があったとおり、「温かみのある

市政」をどのように条文に反映すべきか検討すべきとした。 
・懇話会案にあった「市税等の賦課徴収」は、シート５に市

民の義務としてうたってあることと対応して条文に入れる

べきとしたが、どの項目に入れるべきか検討課題とした。  
・他については、プロジェクト・チーム修正案のとおりでよ

いとした。  

１４（健全な財政運営） 

市長は、中長期的な財政見通しのもとに、常に財源確保

の方策を工夫するなかで、財源の効果的かつ効率的な活用

を図り、健全な財政運営に努めなければならない。 

【条文作成の背景】の  
「さらに、財産管理については、厳しい財政運営が迫られる

中、道路、公園等の都市施設や学校、公民館等の公共施設の

管理・運営について、計画性を持ち適正に管理すると共に、

経済的視点を踏まえた施設運営を行うことを努力義務としま

した。」は削除すべき。  

懇 話 会 素 案  

 



20080524 第４回懇話会検討資料１０ 
懇話会素案作成シート１４ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

 

Ｂ－２ 危機管理体制の確立 

１ 市は、安全・安心なまちづくりをめざすとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図

れるよう、危機管理体制の確立に努めなければならない。 

 

 

１７（危機管理） 

市長は、安全・安心なまちづくりをめざすとともに、緊急時に、総合的かつ機能的に活動でき

るよう、危機管理体制の確立に努めなければならない。 

 

・「市」は議会を含むため、「市長」として整理した。 

 

【条文作成の背景】  
市民生活を送る上で安心、安全の確保は必要不可欠な条件であることから、市民の生命及び財産の

安全性の向上に努めるとともに、関係機関と連携・協力し、緊急時に備え、危機管理体制を確立する

ことを市の義務としましました。  
 

 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

 
１７（危機管理）の項目は削除する。 

理由：個別の政策課題を本条例に位置づけることは、本条例の

趣旨からして、慎重に扱わないと混乱を招くことになり

かねないとの判断から削除することを提案する。 

 

 

１７（危機管理） 

市長は、安全で安心して暮らすことのできるまちづくりをめ

ざすとともに、緊急時に、総合的かつ機能的に活動できるよう、

危機管理体制の確立に努めなければならない。 

 

 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。 

懇 話 会 素 案  

 



20080524 第４回懇話会検討資料１１ 
懇話会素案作成シート１５ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

第７章 自治の仕組み 

第１節 情報公開･情報共有 

７ 情報の公開と共有 
市は、市民の知る権利を保障するとともに、参画・協働によるまちづくりを推進するため、

市の保有する情報を積極的に公開し、市民と市のそれぞれが保有する情報の共有に努めなけれ

ばならない。 

４ 基本原則から 

市民、市議会及び市は、まちづくりに関する情報を積極的に公開し、共有するものとする。

１１ 説明責任から  

２ 市は、市民に情報を積極的に公開し、公正で透明性の高い市政運営を行うものとする。 

１９ 附属機関等への参画と会議公開の原則から  

2 審議会等の会議は、別に条例で定めるところにより、公開するものとする。 

 

１８（情報の公開と共有） 

１ 市は、別に条例で定めるところにより、市民の知る権利を保障し、保有する情報を公開しなけ

ればならない。 

２ 市は、参画、協働によるまちづくりを推進するために、市民と市のそれぞれが保有する情報の

共有に努めなければならない。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞  

・情報公開条例との整合を図った 

・この項目では、第 5 条「市民の権利と責務」で規定した「市民の知る権利」を情報公開条例にお

いて保障し、参画、協働によるまちづくりのために必要なまちづくりの情報を市民、議会、執行

機関が共有することをそれぞれが努力する規定とした。 

【条文作成の背景】  
市民の市政への参画を推進するためには、まず、行政情報の共有が不可欠であるため、「情報の共有」

についての項目を自治の仕組みの章の第１項目に位置づけました。  
北本市情報公開条例が既に整備されているため、ここでは、市民の知る権利を保障し、保有する情報

を公開しなければならないこととし、その具体的なルールは情報公開条例委任する形で規定しました。 
ここで規定する「情報」には、情報公開の側面からのものと市民の知る権利としてのものとがあり、

市は「市が保有する情報」を公開するだけではなく、「市民が市政参画に必要な情報」は市民の立場に

立ち、わかりやすく情報を公開していく必要があります。  
「情報公開」は、基本的に市民からの請求により行政文書を公開するものですが、市民と行政が「情報

共有」を図っていくためには、市は行政文書の公開にとどまらず、常に情報を発信していく必要がある

というのが懇話会の意見です。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  
 

１８（情報の公開と共有） 

１ 市は、別に条例で定めるところにより、市民の知る権利を

保障し、保有する情報を積極的に公開しなければならない。 

２ 市は、参画、協働によるまちづくりを推進するために、市

民と市のそれぞれが保有する情報の共有に努めなければなら

ない。 

・懇話会案では、「積極的な公開」と示されていること。また、

この間の討議の中でも、市からの能動的な情報の公開が重要

との意見が多かった。 

 

 
１８（情報の公開と共有） 

１ 市は、別に条例で定めるところにより、市民の知る権利を保

障し、保有する情報を公開しなければならない。 

２ 市は、参画、協働によるまちづくりを推進するために、市及

び市民が、市の保有する情報の共有に努めなければならない。

・行政が市民との情報共有を積極的に行う内容にすべき。  
・「共有」に、市民が必要とする情報を市が積極的に公開した結

果、情報の共有がなされるという趣旨が含まれていると考え

る。  
・もともと懇話会案にあった箇所だが、「市民と市のそれぞれが

保有する情報の共有」は、無理であると考え、「市及び市民が、

市の保有する情報の共有」とした。  

 
・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。 

懇 話 会 素 案  

 



20080524 第４回懇話会検討資料１２ 
懇話会素案作成シート１６ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

９ 個人情報の保護 
 

市は、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報の開示、訂正又は目的外利用の中止

等を請求する権利を明らかにするとともに、市民の基本的人権が最大限保障されるよう努めなけ

ればならない。 

 

 

１９（個人情報の保護） 

市は、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等

の中止を請求する権利を保障するとともに、個人の権利や利益を守るため、個人情報の保護に努め

なければならない。  
 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 
・個人情報保護条例との整合を図り、文言を修正した。 

 
【条文作成の背景】  

市は積極的に情報公開を行う一方、個人が特定される情報を保護することが求められます。北本市で

は、既に北本市個人情報保護条例を定めているため、その運用については、個人情報保護条例に委任す

る形で規定しました。  
懇話会の議論では、地域で子ども会の名簿を作る際に、学校に情報を照会しても個人情報保護の名目

で情報が提供されずに名簿が作れない事例や、災害弱者支援のための名簿作成の際にも情報が提供され

ないなど、本来の趣旨とは違った法の解釈により公開されるべき情報が公開されない状況等もあり、こ

れらを解消する問題があることが提案されました。  
 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。 

・「条文作成の背景」に関連して、民生委員の業務等でも個人情

報の取扱いで支障をきたす案件があったとの意見があった。 

 
・北本市個人情報保護条例に即したプロジェクト・チーム修正案の

とおりでよいとした。  

【条文作成の背景】  
市は積極的に情報公開を行う一方、個人が特定される情報を保

護することが求められます。北本市では、既に北本市個人情報保

護条例を定めているため、その運用については、個人情報保護条

例に委任する形で規定しました。  
懇話会の議論では、地域で子ども会の名簿を作る際に、学校に

情報を照会しても個人情報保護の名目で情報が提供されずに名簿

が作れない事例や、災害弱者支援のための名簿作成の際にも情報

が提供されないなど、本来の趣旨とは違った法の解釈により公開

されるべき情報が公開されない状況等もあり、これらを解消する

問題があることが提案されましたり、この条例の趣旨に基づいて、

個人情報保護条例の見直しを図る必要があるという意見が出され

ました。  
 

懇 話 会 素 案  

 



20080524 第４回懇話会検討資料１３ 
懇話会素案作成シート１７ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

１１ 説明責任 
 

１ 市は、政策形成等に関する事項について、情報の提供に努めるとともに市民に分かりやす

く説明しなければならない。 

３ 市は、政策の立案・実施にあたり、年度予算策定時を目処にその課題とビジョンを明らか

にし、市民に周知・理解させるため「市民委員会」を開催できるものとする。 

４ 前項の「市民委員会」の実施要項は、別に定めるものとする。 

 

２０（説明・応答責任） 

１ 市は、政策の立案・実施にあたり、その内容や必要性等を市民に分かりやすく説明しなければ

ならない。 

２ 市は、まちづくりに関する制度、施策および情報について市民から説明の要請を受けた時には、

分かりやすく、誠実に応答するように努めなければならない。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 
・この項目は、市が市民に市政について詳しく説明する責任を有することと、市政に関する市民か

らの問い合わせに対し、誠実に応答する責任を有することを規定した。  

・「市民委員会」については、懇話会の議論の中で、条例の進行管理を行う委員会を設置すること

とし、「２１北本市自治基本条例推進委員会」として規定したため、この項から削除した。 

【条文作成の背景】  
この項目では、執行機関及び議会の説明責任の原則を示しました。  
この項目を検討する中で、地域食材供給施設建設に関する問題についての意見が出されました。この

問題が発生した背景には、執行機関の市民に対する説明が足りなかったためではないか、市民への説明

責任が果たされていなかったため、問題が起きたのではないかという意見が多く出ました。議会に対し

て説明しただけでは市民に対して説明したことにはならないというのが懇話会の意見です。 

そのため、執行機関及び市議会は政策の立案及び実施の際にその内容と必要性を市民にわかりやすく

説明する義務と、市民からの問い合わせがあったときに誠実に応答することを市の努力義務として規定

しました。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

２０（説明・応答責任） 

１ 市は、政策の立案・実施にあたり、その内容や必要性等を市

民に分かりやすく説明しなければならない。 

２ 市は、まちづくりに関する制度、施策および情報について市

民から説明の要請を受けた時には、分かりやすく、誠実に応答

するように努めなければならない。 

・２項は、シート２０ ２４（意見・要望・苦情への対応）に包

括し、削除する。また、それに伴い、項目題の「・応答」につ

いても削除する。 

・「条文作成の背景」欄 ２項を削除したことによる修正も必要。 

 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。 

・市民委員会は、別の項目で条例の進行管理等を行う組織と結

論付けている。 

 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。 

懇 話 会 素 案  

 



20080524 第４回懇話会検討資料１４ 
懇話会素案作成シート１８ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

第２節 協働･参画 

１４ 参加・協働の推進 

１ 市は、市政に関わる企画立案、実施、評価及び条例の制定･改廃などの各過程で市民の参加を推進しなけ

ればならない。 

２ 市は、まちづくりに関して、「市民と行政との協働による豊かなまち きたもと」を推進するうえで、異

なる主体が対等な立場で共通の目的意識を持って取り組むことができるよう情報の提供に努め、相互理解

とよりよい信頼関係を築くことができるよう市民参加への環境整備や庁内体制の整備に努めなければなら

ない。 

３ 市は、協働を推進するにあたり、市民の自発的活動を支援するよう努めるものとする。この場合、市の

支援は市民の自主性を損なうものであってはならない。 

４ 市民参加の具体的な進め方については、別に条例で定めるものとする。 

１５ 参加の権利･責務から 

４ 市は、市民のまちづくり活動への参加を積極的に受け入れるとともに、市民の自主性及び自立性を尊 重

し、参加又は不参加を理由に差別的な扱いをしてはならない。 

１６ 総合計画等の策定における参画・協働から 

（計画策定の手続） 

１ 市は、総合計画等重要な計画の策定に着手しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表し、意見 を

求めるものとする。 

⑴  計画の目的 

⑵  計画策定の日程 

⑶  予定する市民参画の手法 

⑷  その他必要とされる事項 

１７ 意見の提出及び募集から 

１ 市は、まちづくりに関する基本方針、総合的な計画、その他重要な政策の決定に際して、立案から実施、

評価について、多様な市民の参画を推進しなければならない。 

１９ 附属機関等への参画と会議公開の原則から 

（審議会等） 

１ 市の審議会の委員の選任にあたっては、その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めるととも

に、男女の均衡に配慮して選任するよう努めなければならない。 

２１（参加・協働の推進） 

１ 市は、政策の企画立案、実施及び評価の各過程において市民の参加を推進しなければならない。 

２ 市は、協働を推進するにあたり、市民の公益的活動を支援するよう努めるものとする。 

３ 市民参加の具体的な進め方及び協働の推進に関する事項については、別に条例で定める。 

２２（審議会等） 

１ 執行機関は、審議会等の委員を委嘱しようとするときは、その委員の一部を公募により選考するよう努めな

ければならない。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 

・参加・協働の推進については、別条例をもって詳細を規定する必要があるというのが懇話会の考え方であるた

め、基本的事項を残し、詳細は別条例に委任する形とした。 

・懇話会案２については、４の基本原則とこの項の第 1 項に含まれるものとして削除した。 

・審議会等委員に関しては、「全部の委員を公募」することは難しいため、｢委員の一部を公募するよう努める」

という表現にした。なお、審議会等委員の選任規定は別に要綱として整備している。 

【 条 文作 成の 背 景】  

こ こ では 、３ つ の基 本原 則 のう ち、 参 加と 協働 に つい て定 義 しま す。  

参加・協働は、計画段階、実行段階、評価段階の各段階によってそれぞれ方法が違い、また、その方法は多

様なものがあるべきで、懇話会でも市民の意見を市政に生かす方策として、市民委員会を組織し、市民の意見

を行政に反映させる仕組みを構築することや自治会やコミュニティがいかに市政に参画していくか等について

議論しました。  
しかし、市民委員会は、市民参加を促進するための組織であり、自治の基本を定めるこの条例に位置付ける

ものではなく、協働推進条例や市民参加推進条例など、この条例のもとに整備される別の条例を検討していく

中で今回の議論を継続して位置付けすべきものとして整理しました。 

また、市内には、自治会が１１１団体、コミュニティ委員会が８団体あり、相互に連携し、市の全域をカバ

ーしていることから、市民の意見を聞く場としてコミュニティ委員会を活用することは十分に考えられること

についても意見が出されましたが、その活用を条文にどのように盛り込んでいくかを考えるとなると、やはり、

この自治基本条例ではなく、自治基本条例のもとに整備していく条例に位置づけるべきものであるという意見

でまとまりました。  
なお、市民参加に関する細かい規定は、自治基本条例の下の条例を体系化していく中で自治会やコミュニテ

ィに深く携わっている人達にも委員として加わってもらい、改めて議論する中で個別条例として整備していか

なくてはならないこととし、この項目では、協働、参加の基本的な事項のみを規定し、それを実践するための

仕組みについては、別条例に委任する形で規定しました。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

２１（参画・協働の推進） 

１ 市は、政策の企画立案、実施及び評価の各過程において市民の

参画を推進しなければならない。 

２ 市は、協働を推進するにあたり、市民の公益的活動を支援する

よう努めるものとする。 

３ 市民参画の具体的な進め方及び協働の推進に関する事項につい

ては、別に条例で定める。  
２２（審議会等） 

１ 執行機関は、審議会等の委員を委嘱しようとするときは、その

委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。  
・プロジェクト・チーム修正案項目２２の第１項「公募により選考」

を「選任」に、２１の「参加」を「参画」に統一すべき。  
・参加協働に関する条例を別に定めることになるが、この懇話会の

参加協働に関する意見を付して、条例の検討を行うべき。  

２１（参画・協働の推進） 

１ 市は、政策の企画立案、実施及び評価の各過程において市民の

参画を推進しなければならない 

２ 市は、協働を推進するにあたり、市民の公益的活動を支援する

よう努めるものとする。この場合、市の支援は市民の自主性を損

なうものであってはならない。 

３ 市民参画の具体的な進め方及び協働の推進に関する事項につ

いては、別に条例で定める。  
２２（審議会等） 

１ 執行機関は、審議会等の委員を委嘱しようとするときは、その

委員の一部を公募により選考するよう努めなければならない。 

２１（参加・協働の推進） 

１ 市は、政策の企画立案、実施及び評価の各過程において市民の

参加を推進しなければならない。 

２ 市は、協働を推進するにあたり、市民の公益的活動を支援する

よう努めるものとする。この場合、市の支援は市民の自主性を損

なうものであってはならない。 

３ 市民参加の具体的な進め方及び協働の推進に関する事項につい

ては、別に条例で定める。 

２２（審議会等） 

１ 執行機関は、審議会等の委員を選任しようとするときは、その

委員の一部を公募により選考するよう努めなければならない。 

・懇話会案の市民活動の自主性を尊重することも必要であるとの意

見があり、２項の懇話会案を一部修正して規定した。 

・「条文作成の背景」中に、「協働の必要性」についての記述が必要

である。 

・附属機関の委員については、市職員は市長の任命であるため、 

２２ １項中 「委嘱」を「選任」に修正した。 

・「条文作成の背景」中に、「審議会等の委員には、男女の均衡に配

慮すること」についても表記することが必要と考える。  

懇 話 会 素 案  →  
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懇話会素案作成シート１９ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

第２節 コミュニティ 

２１ コミュニティ及び自治会活動の意義と推進 

・市 民 の自 治 会 及 びコミュニティへの参 加 の努 力 義 務  

・執行機関の自治会及びコミュニティ活動の推進義務 
2 市は、活力のある地域社会の実現に寄与する自治会及びコミュニティ活動の推進を図るため、

必要な施策を講じなければならない。 

 

 

 

２３（自治会及び地域コミュニティ活動） 

市は、活力のある地域社会の実現に寄与する自治会及び地域コミュニティ活動の推進を図るた

め、必要な施策を講じなければならない。 

 
＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 
・条文にあわせた見出しとし、「コミュニティ」を「地域コミュニティ」に変更した。 

 
【条文作成の背景】  

自治会や地域コミュニティの活動は、地域の課題解決等市民生活を営む上で欠かせないものです。  
「５市民の責務」の項目に市民の責務として、この項目で自治会及びコミュニティ活動への参画を盛

り込むことも検討しましたが、この項目で市の努力義務として自治会や地域コミュニティ活動の推進を

図ることを明記し、その意義を強調することとしました。  
自治会組織と地域コミュニティ組織が市内全体をカバーする自治体は、まだそう多くはなく、北本市

の特徴の一つになっているということが、自治基本条例の先進地視察等で明らかになりました。  
参加・協働の項目でも触れましたが、北本市の特性を活用し、自治会組織と地域コミュニティが今後

どのように市政に関わってよりよいまちづくりをすすめていくのか、今後、その仕組みについて考えて

いく必要があります。  
 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

２３（コミュニティ及び自治会活動等の意義と推進） 

2 市は、活力のある地域社会の実現に寄与するコミュニティ及

び自治会活動等の推進を図るため、必要な施策を講じなけれ

ばならない。 

・懇話会案のとおり、「コミュニティ及び自治会活動等」とする。 

→コミュニティ活動には、自治会連合会、商工会、福祉協議会、

ゴミ減量推進協議会、ライオンズ、城ケ谷堤桜保存会 etc さ

まざまな組織・活動があり、これらコミュニティ活動と、小

学校区を中心とした８圏域の地域コミュニティを併せコミュ

ニティ協議会が組織されているため、「コミュニティ及び自治

会活動等」とした方が良いと考える。 

 

 
・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。  

 
・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。  

懇 話 会 素 案  
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懇話会素案作成シート２０ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

 

１２ 意見・要望・苦情への対応 
１ 市は、市民による市政への要望等があったときは、その内容を速やかに精査し、適切な対

応に努めなければならない。 

２ 市は、市民の権利の保護を図り、市民が受ける不利益救済及び市民の多様な意見・情報・

知識の幅広い収集に努めるものとする。 

３ 市は、必要がある場合等には、市民からの意見提出の方法について別途定めることが出来

る。 

４ 市は、市民ひとりひとりが、北本市民であることの自覚と誇りを醸成する環境づくりに努

め、積極的な提言・意見を市政に反映するよう努めるものとする。 

１５ 参加の権利･責務から  

３ 市民の市政への参加は、市民からの新たな行政課題の提案並びに市民が知りえた情報に基

づく市への通報等を含むものとし、市は上記の提案若しくは通報については誠意をもって対

応し、その結果を市民に開示するものとする。 

 

 

２４（意見・要望・苦情への対応） 

市は、市民による市政への要望等があったときは、その内容について必要な調査を行い、適切な

対応に努めなければならない。 

 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 
・市民案２及び 4 は、それぞれ「5 市民の権利と責務」、「８執行機関の責務」、「９市長の責務」、「２

２参加、協働の推進等の項目」で規定している内容であるため、文章の整理を行い、この項目で

は、市民の意見・要望・苦情に対する市の対応について規定した。 

 

【条文作成の背景】  

この項目では、意見・要望・苦情等への対応の原則を示し、苦情等への対応について、行政が最低限

市民に担保すべきものを規定しました。  
市民の意見・情報・知識を幅広く収集することは、市民参画の手段の一つとして、また、多様な意見

を考慮して意思決定を行うためにも必要であると考えます。  
現在、市長への手紙という形で市政に対する市民の率直な意見を受け付けていますが、市民の意見は、

市政運営のための大切な情報として、市民と行政とで共有し、大いに活用すべきものと考えます。  
この項目は、行政が市民の意見を単なる苦情処理で終わらせるのではなく、将来に向けて市民と行政

とが協働してまちづくりを行うための基本的な取り組み姿勢を確認するものとして定義しました。  

 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

２４（意見・要望・苦情への対応） 

市は、市民による市政への意見・要望等があったときは、そ

の内容について必要な調査を行い、迅速かつ適切な対応に努め

なければならない。 

 

・要望等への行政の対応について、「対応の速さ」を求める意見

があったため「迅速に対応」という文言を加えた。 

 

 
・条文に合わせ、条文の見出しを「（要望等への対応）」に改める。 
・他はプロジェクト・チーム修正案のとおりでよいとした。  
 

 
・プロジェクト・チーム修正案のとおりでよいとした。  
・シート１７ ２０（説明・応答責任）の次に移動したほうがよ

いのではないか。  
 

懇 話 会 素 案  
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懇話会素案作成シート２１ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

１７ 意見の提出及び募集 
 

（市民意見提出制度） 

 市は、別に条例（現在は要綱）で定めるところにより、政策の立案、計画の策定及び条例

の制定で重要なものについて市民が市政に参画し、意見を述べることができる機会を保障す

るため、市民意見提出制度の確立に努めなければならない。 

１６ 総合計画等の策定における参画・協働から  

２ 市は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求める

ものとする。 

３ 市は、前 2 項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公

表しなければならない。 

 

 

２５（市民意見提出制度） 

 市は、別に条例で定めるところにより、政策の立案、計画の策定及び条例の制定で重要なもの

について市民が市政に参画し、意見を述べることができる機会を保障するため、市民意見提出制

度の確立に努めなければならない。 

 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 
・現在の「パブリックコメント制度実施要綱」を条例として整理する必要がある。  

 

【条文作成の背景】  

この項目に記載した事項は、パブリックコメント制度としてすでに実施している内容のものですが、

市政への意見提出権を確立すること、また、行政が市民からの意見を募集することを義務付ける規定

としました。  
現在、パブリックコメント制度については、要綱を定めて運用していますが、要綱ではなく条例と

して定める必要があります。  
 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

 

・項目「２５」を「２２」とし、（参加・協働の推進）の次に位置

づける。 

・内容については、プロジェクト・チーム修正案のとおりで良い

とした。  

 
・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。  

 
・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。  

懇 話 会 素 案  
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懇話会素案作成シート２２ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

第７章 住民投票 

１８ 住民投票 
１ 市長は、市政に関し住民の意向を聴くべき重要な案件が生じたときは、議会の議決を経て

住民投票を実施することができる。 

２ 市長は、住民投票を行うときは、住民投票の目的をあらかじめ明らかにし、その結果を尊

重するものとする。 

３ 市民は、議会の議員及び長の選挙に参加する権利をもつ者の、〇分の〇以上の連署をもっ

て、その代表者から、市長に対し住民投票の請求ができる。 

４ 住民投票に参画することができる者の資格その他必要な手続については、それぞれの事案

に応じ、別に条例で定めるものとする。 

 

・懇話会の中の議論では、住民投票を行う事例については、合併の際に実施することくらいしか

想定されないという声が多かった。 

２６（住民投票） 

１ 市長は、市政に関し住民の意向を聴くべき重要な案件が生じたときは、議会の議決を経て住民

投票を実施することができる。 

２ 住民投票に参画することができる者の資格その他必要な手続については、それぞれの事案に応

じ、別に条例で定める。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 
・住民投票実施の際の手続きについては、別に条例で定めるものとしているため、その詳細につい

てはここでは記載しないこととした（昨年の懇話会で確認済）。  

【条文作成の背景】  

市民の手によるまちづくりを推進する上で、市の将来を左右するような「重要な案件」については、

市民が直接判断する手段を担保する必要があります。  
懇話会では、その「重要な案件」として、合併に関することを想定して議論しました。  
条文には、住民投票について「できる規定」で盛り込むことにしました。  
この項目を議論した際の争点は、議会の役割との関係であり、これを考慮し、住民投票を実施する際

には、「議会の議決を経て」実施するという形にしました。  
さらに、投票人の資格等、住民投票の詳細に関する内容は、別に個別の住民投票条例の中で定めるも

のとしました。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

２６（住民投票） 

１ 市長は、市政に関し住民の意向を聴くべき重要な案件が生

じたときは、議会の議決を経て住民投票を実施することがで

きる。 

２ 市長は、住民投票を行うときは、住民投票の目的をあらか

じめ明らかにし、その結果を尊重するものとする。 

３ 住民投 票に参画す ることがで きる者の資 格その他必 要な

手続については、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。 

・プロジェクト案に懇話会案１８ ２項を追加した。 

→住民投票について、「目的を明らかにすること」、「結果を

尊重すること」を規定しておく必要がある。 

・「条文作成の背景」に、住民投票に係る資格要件について、

年齢や○分の○以上の連署などを懇話会の意見として掲載

しておく方法もあるとの意見あり。  

 
・住民投票の詳細について別に条例で定める形式が適当である

と考えるため、プロジェクト・チーム修正案のとおりで良い

とした。 

 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。 

 

懇 話 会 素 案  
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懇話会素案作成シート２３ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

 

第８章 他団体との連携 

３１ 自治体・国との連携 
（国及び他の公共団体との連携と協力） 

１ 市は、広域行政の推進と共通する課題解決のために、国や県及び他の地方公共団体と連携、

協力しかつ先進事例等から学ぶことに努めなければなりません。 

 

 

 

（国際社会との交流と連携） 

１ 市長は、個性のある、また、開かれたまちづくりを目指し、市民や事業者等の参画を得る

なかで広く国際社会との交流・連携に努めなければなりません。 

 
・懇話会では、北本市らしさや北本市独自の特色のある条文を考える中で「先進事例を学ぶ」と

いう文言を規定した。  
 

２７（国及び他の地方公共団体等との連携） 

市は、広域行政の推進と共通する課題解決のために、国、県及び他の地方公共団体との連携、協

力に努めなければならない。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 
・「先進事例を学ぶ」という表現は、例規にふさわしい表現ではないことから削除した。 

 
２８（国際社会との交流と連携） 

市は、自治の確立と発展が国際的に重要であることを認識し、広く国際社会との交流・連携に努

めなければならない。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 
・議会や執行機関の交流・連携も想定されることから「市長」を「市」に変更し、併せて文言の整

理をした。 

 

【条文作成の背景】  

行政運営にあたり、国や県、他市町村との連携は必要に応じて行うべきものであり、他の自治体との

比較において、参考にすべき事項は積極的に取り入れるべきものと考えます。  
国際社会との交流・連携については、緑の保存やゴミ減量に代表される自然・生活等環境問題の視点

での取り組みについても進める必要であるという意見が出されました。  
また、スポーツ交流による国際交流も行われており、市としてもこうしたことを機に国際交流に広が

りを持たせることが可能となるのではないかと考えます。  
これらの意見から、国及び他の地方公共団体等との連携の項目と、国際社会との交流と連携について

の項目をそれぞれ規定することといたしました。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

 
・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。  

 
・２７について、「先進事例から学ぶ」の表現は、条文の解説に

入れるべきものであるため、プロジェクト・チーム修正案の

とおりでよいとした。  
２８（国際社会との交流と連携） 削除 

・プロジェクト・チーム修正案の下線部「自治の確立と発展が

国際的に重要であることを認識し、」とあるが、全体会で自治

基本条例の条文として必要かどうかを確認すべき。  
自治基本条例は、本市の自治に関する基本的事項を規定す

ることが制定の目的であるため、Ｂグループではこの項目は

条文として定める必要がない項目であると判断した。  

 

・ 国 や 他 の 地 方 公 共 団 体 と の 連 携 や 国 際 社 会 と の 交 流 を 行

い、「先進事例等から学ぶ」ということは、大変重要なこ

とであるが、条文の中に記載べきものではないため、条文

作成の背景の中に記載すべきと考える。 

・他についてはプロジェクト・チーム修正案のとおりでよい

とした。  

 

懇 話 会 素 案  
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懇話会素案作成シート２４ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

第９章 実効性の確保 

２０ 市民委員会の設置 
1 市に、北本市自治委員会（仮称）（以下「委員会」という。）を置く。 
2 委員会は、市長の諮問に応じ、この条例に関する事項について調査審議する。 
3 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 
 

２９（北本市自治基本条例推進委員会） 

1 市に、北本市自治基本条例推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
2 委員会は、市長の諮問に応じ、この条例に関する事項について調査審議する。 
 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 
・委員会の名称を「自治基本条例推進委員会」とした。  

・委員会については、別に条例で定める必要がある。  

 

【条文作成の背景】  

自治基本条例は作って終わりではなく、運用して初めて意味があるものです。そのため、この

条例が正しく運用されているかどうかを検証し、さらには、条例の見直しについても検討する組

織が必要と考えます。  
委員会の形式は、市長の附属機関（諮問機関）とし、この条例の進行管理を行い、委員構成な

ど詳細については別の条例等に委ねることとしました。  
また、この委員会がどのような役割を担うべきかについても議論しましたが、チェック機関と

して条例の適切な運用、見直しの検討を主な役割とし、政策立案、予算編成などの役割について

は、市民の自発性に委ねるべき事項とし、協働推進に関する条例等の中で、今までの議論を継続

して、その仕組み等を含めて検討していくこととしました。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

２９（北本市自治基本条例推進委員会） 

1 市に、北本市自治基本条例推進委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。 
2 委員会は、市長の諮問に応じ、この条例に関する事項につ

いて調査審議する。 

 

・【条文作成の背景】の中に「市民に委員会の名称が変 わ

ったこと」等を記載する必要がある。  

 

 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。 

 

【条文作成の背景】の自治基本条例推進委員会の説明の中で、

委員会を必ず年一回は開催することを明記する必要がある  
 

懇 話 会 素 案  

 



20080524 第４回懇話会検討資料１５ 
懇話会素案作成シート２５ 

懇話会条例構成案 プロジェクト・チーム修正案 

 

３２ この条例の検討・見直し 

１ 市は、この条例を社会、経済情勢の変化等に対応させるため、５年を超えない期間ごとに検証

及び見直しを行うものとする。 

 

 

 

３０（条例の検討及び見直し） 

市は、この条例を社会、経済情勢の変化等に対応させるため、必要に応じ、検証及び見直しを

行うものとする。 

 
＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 
・条例の進行管理は「自治基本条例推進委員会」が行うこととしたため、見直し時期は定めずに

「必要に応じて検証・見直しを行う」こととした。 

 

【条文作成の背景】  

自治基本条例の進行管理は、自治基本条例推進委員会が行うことになるため、社会、経済情勢等の

変化により、条例の見直しが必要になった時に、必要に応じて、見直しを行う規定を設けました。  
 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

 

・プロジェクト・チーム修正案のとおりで良いとした。 
 
・「必要に応じ」と修正したプロジェクト・チーム修正案のとお

りで良いとした。  

 

・自治基本条例推進委員会条例に、委員会を毎年開催する

ことを規定しておく必要がある。 

懇 話 会 素 案  
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０ その他 

北本市の特徴である「みどり」を含んだ環境の規定の追加を検討 

 

市及び市民並びに事業者は、本市の豊かな自然を尊重し、緑と里山が保全されるよう努めなけれ

ばならない。 

０ その他 

００（環境との調和と共生） 

市及び市民は、環境が損なわれることのないように日常生活における環境負荷の低減に努める

とともに、環境と調和し、及び共生するまちづくりを推進するものとする。 

＜プロジェクト・チームの修正提案箇所＞ 
・北本市の特徴である「みどり」について環境問題と併せて前文に記載し、市民のための行政の

項目に「環境との調和と共生」の項目を位置付け、北本市環境基本条例と整合を持たせること

を提案する。 

・雑木林の保護や緑地の保護等の細かい規定については、環境基本条例の下に別途規則等を設け、

制度として整備していくものと考える。 

【条文作成の背景】  

市民ワークショップの時から一貫して、北本市の特徴として「みどり」が主張されてきました。 

懇話会の会議でも、北本市における雑木林をはじめとした「みどり」を守る議論が毎回のようにな

され、「みどり」が減少していく傾向を委員の誰もが憂いています。その状態に対処するためには、市

が雑木林用地を買うなど何らかの制度を構築する必要があることが共通認識となりました。 

「みどり」を守るための具体的な方策は、自治の基本を定める条例の中には規定できませんが、こ

の条例の中にまちづくりの基本事項として環境保護に関する規定を設けることにより、将来、下位の

条例または規則として緑地保護などの条例･規則を設けることが可能となると考え、この条文を規定し

ました。 

Ａ グ ル ー プ 案  Ｂ グ ル ー プ 案  Ｃ グ ル ー プ 案  

（みどり豊かな将来都市像の推進） 

市と市民は、北本市の将来都市像である「緑にかこまれた健

康な文化都市」の資源となる「みどり」の保全と創出、及び自

然との共生を持続可能にするまちづくり（の推進）に努めなけ

ればならない。 

【条文作成の背景】  

市民ワークショップの時から一貫して、市の特徴として「みど

り」が多く残されていることの素晴らしさが語られてきました。 

また、本条例の前文においても市の将来像を次世代に引き継い

でいくために、市全体が協力してまちづくりに取り組むことの必

要性を謳っています。 

懇話会の会議においても、市の雑木林等の「みどり」を守る議

論が毎回のようになされ、「みどり」が減少していく傾向を委員の

誰もが憂いていました。 

この解決策としては、市が雑木林用地を買収するなど、何らか

の制度を構築する必要のあることが共通認識となりました。 

このことから、市民のまちづくりの基本事項として本規定を設

けることにより、今後、下位の条例または規則として緑地保護等

につながる決まりごとを設けるうえで、その担保(保障)になるも

のと考え、本条文を位置づけたものです。  

（環境との調和と共生） 

市及び市民は、環境が損なわれることのないように日常生活にお

ける環境負荷の低減に努めるとともに、環境と調和し、及び共生す

るまちづくりを推進するものとする。 

２ 市および市民は、本市の特色である豊かな自然環境を尊重し、

緑や里山が保全されるよう努めなければならない。 

・プロジェクト・チーム修正案は北本らしさがなくなってしまっている

・前文に「緑」についての記述があるため、項目として残すべき。 

・市の特色として「緑」の項目を設けたいが、例外を設けると際限がな

くなる。北本の特色をどのように条例の中に位置づけ、項目として設

けるべきかどうかを全体で話し合う必要がある。 

 

 

・この項目は残した方が良いと考えるが、どの章に置くかが問題

である。 

・「策定経過のまとめ」に記載した懇話会として前に作成した案

についてもう一度検討すべきではないか。 

    ↓ 

 市及び市民並びに事業者は、本市の豊かな自然を尊重し、緑と

里山が保全されるよう努めなければならない。 

懇 話 会 素 案  

 




